
 

令和８年度 監査計画 

 

令和８年３月 24 日決定 

弥 富 市 監 査 委 員 

 

弥富市監査基準第７条の規定に基づき、令和８年度の監査計画は次のとおりと

する。 

 

１ 基本方針          

監査委員は、地方自治法により設置された独立の執行機関として、市の行政

運営の健全性と透明性の確保に寄与し、市民の福祉の増進と市政への信頼確保

に努めるため、弥富市監査基準に基づき実施するものとする。 

 

２ 実施方針 

  弥富市監査基準に基づき、次の基本的な考え方により監査を実施する。 

 

（１）監査の観点は、合規性及び正確性のみならず、経済性、効率性及び有効

性の観点からも監査を行い、市の施策の推進及び事務改善につながるよう

な指導または助言を行う。 

（２）監査の方法は、誤り、不正、事故等が発生する可能性の高い事項を重点

的かつ優先的に行うリスク・アプローチに基づく、効果的かつ効率的な監

査を実施する。 

（３）監査の実施は、定められた事務処理のルール等を遵守する体制となって

いるかなど、内部統制に依拠する程度を勘案し行う。 

（４）監査の結果は、議会及び市長に報告するとともに、監査により行った処

置の内容を職員に発信し、同様の指導を継続的または全庁的に行うことの

ないよう、フォローアップにも努める。 

（５）市民の視点に立った監査を行い、監査の結果に関する報告及び意見は、

市民にわかりやすい表現となるように努める。 

 

３ 監査項目 

令和８年度の監査項目を次のとおり定め、定期監査及び決算審査において監

査を実施する。 

 

 (１) 契約関係 

    ア 工事、委託、修繕、物品購入等において、契約を恣意的に分割していな

いか。 

    イ 契約書類に不備はないか。 



   ウ 随意契約について不適切なものはないか。 

   エ 契約手続・履行において不適切なものはないか。 

   オ 契約内容を見直す必要のあるものはないか。 

   カ 契約期間について不適切なものはないか。 

（２）収入関係 

   ア 収入手続きにおいて不適切なものはないか。 

   イ 算定誤りなどで過大・過少計上しているものはないか。 

（３）支出関係 

   ア 予算執行は適切に行われているか。 

   イ 旅費等の支給手続きは適切に行われているか。 

   ウ 支出遅延が生じているものはないか。 

   エ 支出遅延を免れるために不適切な事務処理が行われていないか。 

   オ 過大計上しているものはないか。 

（４）その他 

ア 委託・補助金等の執行において実績報告が適切に行われ、担当部署が履

行内容や団体の繰越金などを確認し、精査しているか。 

イ 現金の管理・取扱いに問題はないか。 

ウ 法令などに抵触しているものはないか。 

エ 不適切な事務手続きが行われていないか。 

オ 郵券等の保管・管理は適切に行われているか。 

カ 日付誤りや消せるボールペン使用など文書関係に不備はないか。 

キ 行政文書管理規程に基づき、保存期間を守り適切に管理されているか。 

 

４ 重点監査項目 

  令和８年度の重点項目は、令和７年度と同様「個人情報の取扱い」とし、次

のとおり定期監査及び決算審査において監査を実施する。 

（１）アクセス制限 

（２）複製等の制限 

（３）誤りの訂正等 

（４）媒体の管理等 

（５）誤送付等の防止 

（６）廃棄等 

（７）保有個人情報の取扱状況の記録 

（８）外国における制度の把握 

 

 

 

 

 



 

５ 監査等の種類及び対象 

(1) 一般監査 

 

財  

務 

監 

査 

ア 定期監査〔地方自治法第 199 条第４項〕 

予算執行状況、使用料・手数料の収入事務、契約関係事務、補助

金、委託料及び物品等の支出事務、財産管理等の事務、旅行命令事務

等について監査する。 

イ 随時監査〔地方自治法第 199 条第５項〕 

定期監査のほかに監査の必要があると認めるときは、いつでも財務

に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査する。 

 (ア) 工事監査（※随時の財務監査として位置付け） 

    工事の執行が法令に準拠し、適正かつ合理的、効率的に行われ

ているか、対象工事を抽出し監査する。 

(イ) その他の随時監査等 

定期監査等によって新たに把握された財務会計上の課題等につ

いて、監査の必要があると認めるとき監査する。 

ウ 行政監査〔地方自治法第 199 条第２項〕 

監査対象事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果

を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかなど監査す

る。 

(2) 特別監査（※請求及び要求があった場合に実施） 

 ア 住民の直接請求に基づく監査〔地方自治法第 75 条第１項〕 

イ 議会からの請求に基づく監査〔地方自治法第 98 条第２項〕 

ウ 市長の要求に基づく監査〔地方自治法第 199 条第６項〕 

エ 住民監査請求に基づく監査〔地方自治法第 242 条第１項〕 

オ 市長及び公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査

〔地方自治法第 243 条の２の八第３項、地方公営企業法第 34 条〕 

(3) 財政援助団体等監査〔地方自治法第 199 条第７項〕 

補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団

体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の

施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の

執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査する。 

(4) 例月出納検査〔地方自治法第 235 条の２第１項〕 

現金(歳計現金､歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金、預り金)の

残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務

が適正に行われているかを主眼として、毎月前月末日現在のものを対象として

検査する。 



(5) 決算審査〔地方自治法第 233 条第２項、地方公営企業法第 30 条第２項〕    

 ア 一般会計及び特別会計の決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確

であるか審査するとともに、予算執行及び財産管理の状況についても審査

する。 

 イ 公営企業会計の決算その他関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか

審査するとともに、経営成績、財政状態及び地方公営企業運営状況につい

ても審査する。 

(6) 基金運用状況審査〔地方自治法第 241 条第５項〕 

    各基金の基金運用状況を示す書類の計数が適正なものとなっているか確認す

るとともに、基金の運用が市の設置目的に沿って適切かつ効率的に行われてい

るか審査する。 

(7) 健全化判断比率等審査〔地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第

１項、第 22 条第１項〕 

決算審査に合わせて、健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、

実質公債費比率、将来負担比率）及び資金不足比率（下水道事業会計）並びに

各比率の算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確で

あるか審査する。 

 

６ 監査等の方法 

   監査等の実施にあたっては、対象課等に対し、期日、場所等をあらかじめ

通知する。 

事前に監査関係資料の提出を求め、関係書類・諸帳簿等を照合し、計数の

把握、事務処理方法の適否などについて検査し、検討を加え、必要に応じて

関係職員の説明を聴取する等の手法により行う。 

また、必要に応じ現地調査を行う。 

なお、監査を効率的に実施するため、原則として監査委員事務局による事

前調査を行う。 

 

７ 監査の時期 

監査は、別紙「弥富市令和８年度監査年間計画書」に基づき実施する。 

  



別 紙 

弥富市 令和８年度 監査年間計画書 

 

月 内容 対象（課名、施設名、学校名） 備考 

4 月 例月出納検査   

5 月 
例月出納検査 
財政援助団体等監査 

市民協働課、防災課、税務課、福祉課、
介護高齢課、児童課、産業振興課、学校
教育課、生涯学習課、観光課等 

前年度の事
業分を対象 

6 月 
例月出納検査 
定期監査 

大藤保育所、栄南保育所 
前年度の事
業分を対象 

7 月 
例月出納検査 
決算審査及び 
健全化判断比率等審査 

全課 

 

8 月 
例月出納検査 
定期監査 

大藤小学校、栄南小学校 
前年度の事
業分を対象 

9 月 
例月出納検査 
定期監査 

十四山西部小学校 
前年度の事
業分を対象 

10 月 
例月出納検査 
定期監査 

健康推進課、福祉課、児童課（ファミリ
ー・サポートセンター含む） 

 

11 月 
例月出納検査 
定期監査 

議会事務局議事課、学校教育課  

12 月 
例月出納検査 
定期監査 

十四山支所、人事秘書課  

1 月 
例月出納検査 
定期監査 

防災課、都市整備課  

2 月 
例月出納検査 
定期監査 

企画政策課、まちなか交流課  

3 月 
例月出納検査 
定期監査 

下水道課、会計課  

 



８ 監査の実施体制 

  各監査等の実施体制については、監査委員２名が弥富市監査基準に則ってそ

の職務を遂行するものとし、監査委員事務局長以下職員２名が補助をする。 

 

９ 監査等の実施要項 

 (1) 定期監査は、原則として弥富市令和８年度監査年間計画書のとおり行う

が、休日その他やむを得ない理由で変更することがある。 

 (2) 監査対象は、当該年度を対象とするが、必要に応じて過年度も対象とす

る。また、必要に応じ随時監査及び行政監査を実施する。 

 (3) 例月出納検査は毎月実施する。 

 (4) 全ての課を２年間に１回、小・中学校及び児童福祉施設等（保育所、のび

のび園、児童館、児童クラブ、子育て支援センター等）の監査委員監査は、

３年に１回実施し、日程は後日通知する。 

 (5) 予算決算会計規則、契約規則、補助金等交付規則、公金等の適切な取扱指

針、行政文書管理規程、物品管理規則、職員服務規程等に基づく事務になっ

ているかを監査する。 

 

10 監査結果の報告 

(1) 定期監査及び財政援助団体等監査に係る監査の結果に関する報告は、地方

自治法第 199 条第９項により、議会、市長及び関係のある委員会に提出す

る。なお、定期監査の結果は監査対象課長等にも通知する。 

(2) 例月現金出納検査の結果に関する報告は、地方自治法第 235 条の２第３項

により、議会及び市長に提出する。 

(3) 決算審査を終了したときは、地方自治法第 233 条第４項、地方公営企業法

第 30 条第５項により、その意見を市長に提出する。 

(4) 健全化判断比率審査及び資金不足比率審査の結果は、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律第３条第２項、第 22 条第３項により、その意見を市長

に提出する。 

 

11 改善措置状況への対応 

監査の結果に基づき、適切な措置または改善を要すると認められるものは、

市長等に対し、措置状況の報告を求める。 

市長等から措置状況の通知を受けた場合は、地方自治法第 199 条第 14 項によ

り、速やかに市役所及び十四山支所の掲示板へ掲示する方法により公表する。

あわせて、市ホームページに公表する。 

なお、措置状況が検討中のものについては、適宜措置状況の報告を求め公表

する。また、通知を受けた措置について、措置が継続して実施され、かつ、有

効に機能しているのかを監査委員事務局職員が確認し、監査委員に報告を行

う。必要に応じ、監査委員よる実地の確認を行う。                                


